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●検疫の強化を実施。
発生が疑われる場合、wHOフ ェーズ4宣言前でも検疫強化等の水際対策を開始.(関 係省庁

'X・発生国からの入国者に対し、質問票を配布・診察を実施(厚生労働省)

。有症者の隔離、感染したおそれのある者の停留・健康監視の実施。(厚生労et省 )

・検疫実施のための海空港を集約化(厚生労働省、国土交通省)
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はじめに

新型インフルエンザは、毎年流行を繰 り返 してきたインフルエンザウイルス

とはウイルスの抗原性が大きく異なる新型のウイルスが出現することによ り、

およそ 10年から 40年の周期で発生 している。ほとんどの人が新型のウイルス

に対する免疫を獲得 していないため、世界的な大流行 (バ ンデミック)と な り、

大きな健康被害 とこれに伴 う社会的影響をもたらすことが懸念されている。

20世紀では、1918年 (大正 7年 )に発生 したスペインインフルエンザの大

流行が最大で、世界中で約 4千万人が死亡 したと推定されており、我が国でも

約 39万人が死亡 したとされている。また、1957年 (昭和 32年)にはアジアイ

ンフルエンザ、1968年 (昭和 43年)には香港インフルエンザがそれぞれ発生

し、大流行 しており、医療提供機能の低下をは じめ、社会機能や経済活動にお

ける様々な混乱が記録されている。

近年、東南アジアなどを中心に、鳥の間で H5Nl亜型の高病原性鳥インフル

エンザが流行 しており、このウイルスが人に感染 し、鳥インフルエンザ (H5Nl)

を引き起 こ し死亡する例 も報告 されている。 このよ う̀な 鳥インフルエンザ

(H5Nl)の ウイルスが変異すること等により、人から人へ効率よく感染する能

力を獲得 して強い病原性 を示す新型インフルエンザが発生することが懸念 さ

れている。

このため、我が国では、2005年 (平成 17年 )12月 、新型インフルエンザ対

策を迅速かつ確実に講 じるため、「世界保健機関 (WHO)世界インフルエンザ事

前対策計画)1」 に準 じて、「新型インフルエンザ対策行動計画」(以下「行動計

画」という。)を策定 し、その後、科学的知見の蓄積を踏まえ、数次にわた り

部分的な改定を行つてきた。2008年 (平成 20年)4月 、第 169回 国会におい

て、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の

一部を改正する法律 (平成 20年法律第 30号。)」 が成立 し、水際対策など新型

インフルエンザ対策の強化が図られたことを受け、2009年 (平成 21年)2月
行動計画の抜本的な改定を行つた。

1“WHO Globa!Influenza Preparedness Plan"2005年 (平成 17年)WHOガイダンス文書
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2009年 (平成 21年)4月 、新型インフルエンザ (A/Hl Nl)が メキシコで確

認され、世界的大流行となり、我が国でも発生後 1年余で約 2千万人が罹患 し

たと推計 されたが、入院患者数は約 18万人、死亡者数は 203人 2で
ぁり、死亡

率は 015(人 口 10万対)3と 、諸外国と比較 して低い水準にとどまつた。また、

この対策実施を通 じて、実際の現場での運用や病原性が低い場合の対応等につ

いて、多くの知見や教訓等
4が

得 られた。

他方で、病原性の高い新型インフルエンザ発生の可能性に変わ りはなく、病

原性が季節性並みであったこの新型インフルエンザ (νHlNl)においても一時

的 口地域的に医療資源・物資のひっ迫なども見 られ、病原性の高い新型インフ

ルエンザが発生 しまん延する場合に備え、対応できるよう十分な準備を進める

必要がある。

このため、新型インフルエンザ (A/Hl Nl)対 策の経験等も踏まえ、行動計画

の更なる改定を行うこととしたものである。

本行動計画は人の感染症である新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザ

(鳥から人に感染 した場合をいう。)を対象としたものである。(国内で鳥イン

フルエンザが人に感染した場合の対応については、別添「国内で鳥インフルエ

ンザが人に感染 した場合の対策」参照 )

22010年
(平成 22年)9月 末の時点でのもの。

3各
国の人口 10万対死亡率 日本:015、 米国:396、 カナダ:132、 豪州:093、 英国:076、

フランス:050但 し各国の死亡数に関してはそれぞれ定義が異なり、一義的に比較対象とな
らないことに留意が必要。
4新

型インフルエンザ (A/Hl Nl)対 策の検証結果は、2010年 (平成 22年)6月 、厚生労働省
新型インフルエンザ (A/Hl Nl)対 策総括会議報告書として取りまとめられた。
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インフルエンザとは

○インフルエンザ

インフルエンザウイルスを病原体とする人の感染症5で
、主に発熱、咳、全身

倦怠感 。筋肉痛などの症状を引き起こす。これらの症状は非特異的なものであ

り、他の呼吸器感染症等と見分けることが難しい。また、軽症の場合もあれば、

重症イヒして肺炎、脳症炎等を引き起こす場合もあり、その臨床像は多様である。

インフルエンザウイルスに感染してから症状が出るまでの期間 (潜伏期間)

は、季節性のインフルエンザであれば 1～ 5日 である。インフルエンザウイル

スに感染しても症状を引き起こさず、発症しないこともある (不顕性感染)。

インフルエンザウイルスの主な感染経路は、飛沫感染と接触感染であり、潜

伏期間中や不顕性感染で、感染した人に症状がなくても、他の人への感染がお

こる可能性はある。

O新型インフルエンザ

新たに人から人に感染する能力を有することとなったインフルエンザウイ

ルスを病原体とする人の感染症のインフルエンザをいう。毎年流行を繰り返す

季節性のインフルエンザとはウイルスの抗原性が大きく異なり、ほとんどの人

がそのウイルスに対する免疫を獲得していないため、ウイルスが人から人へ効

率よく感染し、急速かつ大規模なまん延を引き起こし、世界的大流行 (パンデ

ミック)と なるおそれがある。

本行動計画における「新型インフルエンザ」は、「感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」という。)に基づく「新

型インフルエンザ等感染症
6」

を指すものとし、かつて世界的規模で流行したイ

ンフルエンザであつてその後流行することなく長期間が経過したものが再興

した「再興型インフルエンザ」を含むものとする。

5感
染症法において、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除くインフルエ

ンザは、五類感染症とされているふ
6感

染症法において、新型インフルエンザ及び再興型インフルエンザは新型インフルエンザ

等感染症とされている。
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○鳥インフルエンザ

ー般に、鳥インフルエンザは鳥の感染症であるが、稀に、鳥インフルエンザ

のウイルスが人に感染し、人の感染症を引き起 こすことがある。元来、鳥の感

染症である鳥インフルエンザのウイルスが種差を超えて、鳥から人へ感染する

のは、感染 した鳥又はその死骸やそれ らの内臓、排泄物等に濃厚に接触 した場

合に限られるとされている。また、人か ら人への感染は極めて稀であり、患者

と長期間にわたつて感染防止策をとらずに濃厚に接触 した家族内での感染が

報告 されている。

鳥インフルエンザのウイルスのうち H5Nl亜型のウイルスを病原体 とする人

の感染症を「鳥インフルエンザ (H5Nl)7」 とぃぃ、近年東南アジアを中心にア

ジア、中東、アフリカで症例が報告されている
8。

鳥インフルエンザ (H5Nl)を 発症 した場合、通常のインフルエンザの症状に

とどまらず、重症肺炎や時に多臓器不全等をきたし、致死率は約 60%と 高いこ

とが矢口られている。

鳥インフルエンザのウイルスが人から人へ効率よく感染する能力を獲得 し、

高い病原性を示す新型インフルエンザウイルスに変異 した場合には、甚大な健

康被害 と深刻な社会・経済活動への影響をもたらすことが懸念されている。

O新型インフルエンザ (A/Hl Nl)/イ ンフルエンザ (Hl Nl)2009

2009年 (平成 21年 )4月 にメキショで確認され世界的大流行となつた HlNl

亜型のウイルスを病原体とするインフルエンザをいう。2009年 (平成 21年 )4
月の時点で、感染症法に基づき、厚生労働大臣が、新型インフルエンザ等感染

症の発生として公表 し
9、

以降、「新型インフルエンザ (A/HlNl)」 との名称が用

いられた。

2011年 (平成 23年)3月 に厚生労働大臣は、大部分の人がそのウイルスに

対する免疫を獲得 したこと等により、感染症法に基づき新型インフルエンザ等

感染症 と認められなくなつた旨を公表 し
10、

新型インフルエンザ (A/HlNl)に

ついては、季節性インフルエンザとして扱い、その名称については、「インフ

ルエンザ (Hl Nl)200911」 としている。

7感染症法において、鳥インフルエンザ (H5Nl)は二類感染症とされている。
32003年

11月 ～2010年 12月  発症者数510名 、死亡者数 303名
9感

染症法第 44条の 2第 1項
Ю

感染症法第 44条の 2第 3項
1l WHOは

、2010年 (平成 22年)8月 に、新型インフルエンザ (A/HlNl)の世界的な流行状況

を「ポス トパンデミック」とする旨を声明して以降、influenza HlN1 2009と いつた表現を
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流行規模及び被害の想定

新型インフルエンザは、発熱、咳といつた初期症状や飛沫感染、接触感染が

主な感染経路 と推測される
12な ど、基本的にはインフルエンザ共通の特徴を有

していると考えられるが、鳥インフルエンザ (H5Nl)等に由来する病原性の高

い新型インフルエンザの場合には、高い致死率となり、甚大な健康被害が引き

起こされることが懸念される。

行動計画の策定に当たつては、対策を考える上で患者数等の流行規模に関す

る数値を置 くが、実際に新型インフルエンザが発生した場合、これらの想定を

超える事態 もあり得るということを念頭に置いて対策を検討することが重要

である。新型インフルエンザの流行規模は、病原体側の要因 (出現 した新型イ

ンフルエンザウイルスの病原性や感染力等)や宿主側の要因 (人の免疫の状態

等 )、 社会環境など多くの要素に左右 されるものであり、軽微なものから重篤

なものまで様々な場合があり得る
:3。

本行動計画を策定するに際 しては、過去

に世界で大流行 したインフルエンザのデータを参考とし、一つの例 として、発

病率については、全人口の 25%が新型インフルエンザに罹患するとし、致死率

については、アジアインフルエンザ等並みの中等度の場合は 053%、 スペイン

インフルエンザ並みの重度の場合は 20%と 想定 した。
14

これら推計については、随時最新の科学的知見を踏まえて見直すこととする。

・ 全人口の 25%が新型インフルエンザに罹患すると想定 した場合、医療機関

を受診する患者数 (上限値)は、約 2,500万 人
15と

推計。

・ 入院患者数及び死亡者数については、この推計の上限値である約 2,500万

用いている。
12 wHO“Pandemic lnfluenza Preparedness and Responsσ '2009年 (平成 21年)WHOガイダ

ンス文書
:3ィ

ンフルエンザ (HlNl)2009の全国の推計受診患者数は 2,077万人で全人口の 163%で あ
つたが、若い世代で受診率が高く、世代別の推計受診者の年齢階級月1人 口に占める割合は、
5～ 9才 で 90%、 10～ 14才で 80%で あった。(2009年 28週から2010年 32週までの累計 )

14「
新型インフルエンザ対策に関する検討小委員会報告書」2004年 (平成 16年 )

15米
国疾病予防管理センターの推計モデルを用いて,医療機関受診患者数は、約 1,300万人

～約 2,500万人と推計。
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人を基に、過去に世界で大流行 したインフルエンザのデータを使用 し、ア

ジアインフルエンザ等を中等度 (致死率 0.530/6)、 スペインインフルエン

ザを重度 (致死率 2.0%)と して、中等度の場合では、入院患者数の上限

は約 53万人、死亡者数の上限は約 17万人となり、重度の場合では、入院

患者数の上限は約 200万人、死亡者数の上限は約 64万人となると推計。

全人口の 25%が罹患 し、流行が各地域で約 8週間続 くとい う仮定の下での

入院患者の発生分布の試算を行つたところ、中等度の場合、1日 当た りの

最大入院患者数は 101万人 (流行発生か ら5週 目)と 推計され、重度の場

合、1日 当た りの最大入院患者数は 399万人と推計。

なお、これ らの推計においては、新型インフルエンザワクチンや抗インフ

ルエンザウイルス薬等による介入の影響 (効果)、 現在の我が国の衛生状況

等については推計の前提とは していないことに留意する必要がある。

新型インフルエンザの社会・経済的な影響 としては、流行の ピークが異な

ることから地域差や業態による差があるものの、全国的に、従業員本人の

罹患や家族の罹患等により、従業員の最大 40%程度が欠勤することが想定

されるとともに、一部の事業の休止、物資の不足、物流の停滞等が予想さ

れ、経済活動が大幅に縮小する可能性がある。また、国民生活においては、

学校・保育施設等の臨時休業、集会の中止、外出の自粛等社会活動が縮小

するほか、食料品・生活必需品等や生活関連物資が不足するおそれもあり、

あらゆる場面で様々な影響が出ることが予想。
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対策の基本方針

新型インフルエンザの発生時期を正確に予知することは困難であり、また、そ

の発生そのものを阻止することは不可能である。また、交通手段の発達により地

球規模で大量の人が短時間に移動する時代でもあり、世界中のどこかで新型イン

フルエンザが発生すれば、我が国への侵入も避けられないと考えられる。病原性

が高く感染力が強い新型インフルエンザがひとたび国内で発生すれば感染拡大

による健康被害は甚大となり、保健・医療の分野だけでなく社会全体に影響が及

び、社会・経済の破綻が危惧される。こうした事態を生じさせないよう、我が国

としては、新型インフルエンザ対策を国家の危機管理に関わる重要な課題と位置

付け、次の 2点を主たる目的として対策を講じていく。

1 感染拡大を可能な限り抑制し、健康被害を最小限にとどめる。
・感染拡大を抑えて、流行のピークをなるべく後ろにずらし、医療提供体制の

整備やワクチン製造のための時間を確保する。
・流行のピーク時の患者数等をなるべく少なくして医療体制への負荷を軽減

するとともに、医療提供体制の強化を図ることで、必要な患者が適切な医

療を受けられるようにする。

・適切な医療の提供により、重症者数や死亡者数を減らす。

2 社会・経済を破綻に至らせない。

・地域での感染拡大防止策により、欠勤者の数を減らす。
・事業継続計画の実施等により、国民の生活を維持するために必要な社会・経

済機能の維持に努める。
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<対策の効果 概念図>

対策なし

対策あり
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新型インフルエンザが発生する前の段階では、対策についても不確定要素が

大きい。過去のインフルエンザのパンデミックの経験等を踏まえると、一つの

対策に偏重して準備を行うことは、大きなリスクを背負うことになりかねない。

そこで、我が国においては、科学的知見及び各国の対策も視野に入れながら、

我が国の地理的な条件、大都市への人口集中、交通機関の発達度等の社会状況、

医療体制、受診行動の特徴等の国民性も考慮しつつ、各種対策を総合的・効果

的に組み合わせてバランスのとれた戦略を目指すこととする。その上で、新型

インフルエンザ発生前から流行が収まるまでの状況に応じて、一連の流れをも

つた戦略を確立する。

新型インフルエンザが海外で発生した場合、ウイルスの国内への侵入を防ぐ

ことは不可能であるということを前提として対策を策定することが必要であ

る。発生時における準備体制を構築するためには、我が国が島国であるとの特

性を生かし、検疫の強化等により、ウイルスの国内侵入の時期をできる限り遅

らせることが重要である。

発生前の段階では、水際対策“
の実施体制の構築に加え、抗インフルエンザ

16水
際対策は、あくまでも国内発生をできるだけ遅らせるために行われるものであり、ウイ

ルスの侵入を完全に防ぐための対策ではない。
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ウイルス薬等の備蓄や地域における医療体制の整備、ワクチンの研究・開発と

供給体制の整備、国民に対する啓発や政府・企業による事業継続計画等の策定

など、発生に備えた事前の準備を周到に行つておくことが重要である。

また、発生前に鳥インフルエンザの人への感染が多発している国々へ我が国

として協力することは、新型インフルエンザの発生を防ぐことにつながる可能

性がある。

発生当初の段階では、水際対策、患者の入院措置や抗インフルエンザウイル

ス薬等による治療、感染のおそれのある者の外出自粛やその者に対する抗イン

フルエンザウイルス薬の予防投与等を中心とし、ウイルスの国内侵入や感染拡

大のスピー ドをできる限り抑えることを目的とした各般の対策を講ずる。また、

新型インフルエンザに対するパンデミックワクチンが供給されるまで、医療従

事者や社会機能の維持に関わる者に対してプレパンデミックワクチンを接種

し、感染拡大に備えることが必要である。

さらに、感染が拡大してきた段階では、国、地方公共団体、民間事業者等の

各部門は事前に定めた計画に従つて、相互に連携しつつ、医療の確保、公共サ

ービス等の事業継続等に最大限の努力を行う。

具体的な対策の現場となる国の出先機関、都道府県や市区町村においては、

本行動計画やガイ ドライン (以下「行動計画等」という。)を踏まえ、地域の

実情を考慮した詳細かつ具体的なマニュアルや役割分担を事前に定めること

などにより、新型インフルエンザが発生した場合に混乱することなく的確な対

策を迅速に実施することが重要である。さらに、医療機関、企業、公共交通機

関、学校、福祉施設、マスメディア、家庭・個人などにおいても、行動計画等

を踏まえ、事前の準備を早急に進め、発生時にはそれぞれが適切に対応してい

くことが求められる。

本行動計画は、国としての対策の基本的な方針及び認識を示すものであり、

ガイ ドライン等を基に具体的な対策を講じていくものとする。

なお、新型インフルエンザの発生の時期や形態についての予測は常に変わり

うること、新型インフルエンザ対策については随時最新の科学的な知見を取り

入れ見直す必要があること等から、行動計画等については、適時適切に修正を

行うこととする。
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本行動計画は、病原性の高い新型インフルエンザヘの対応を念頭に置きつつ、

インフルエンザの特性を踏まえ、病原性が低い場合等様々な状況に対応できる

よう、対策の選択肢を示すものである。

実際に新型インフルエンザが発生した際には、病原性・感染力等のウイルス

の特徴、流行の状況、地域の特性、その他の状況を踏まえ、患者等の人権への

配慮や、対策の有効性、実行可能性及び対策そのものが社会・経済活動に与え

る影響を総合的に勘案し、行動計画等で記載するもののうちから、実施すべき

対策を選択じ決定する。

病原性・感染力等に関する情報が限られている場合には、これらが高い場合

を想定した強力な対策を実施するが、情報が得られ次第、適切な対策へと切り

替えることとする。また、常に対策の必要性を評価し、状況の進展に応じて、

必要性の低下した対策についてはその縮小・中止を図るなど見直しを行うこと

とする。

対策の実施・縮小・中止等を決定する際の判断の方法 (判断に必要な情報、

判断の時期、決定プロセス等)については、適宜、ガイドライン等に定めるこ

ととする。

新型インフルエンザ対策を推進するに当たり、関係機関等の役割について以

下に示す。

ヨ 国

新型インフルエンザの発生前は、「新型インフルエンザ対策閣僚会議」、「新型

インフルエンザ及び鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議」(以下「関

係省庁対策会議」という。)の枠組みを通じ、政府一体となつた取組を総合的に

推進する。

また、各省庁では、行動計画等を踏まえ、相互に連携を図りつつ、新型インフ
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ルエンザが発生した場合の所管行政分野における発生段階に応じた具体的な対応

をあらかじめ決定しておく。

新型インフルエンザの発生時には、速やかに内閣総理大臣及び全ての国務大臣

からなる「新型インフルエンザ対策本部」(以下「政府対策本部」という。)を設

置し、その下で対策全体の基本方針を示し、政府―体となつた対策を講ずるとと

もに、各省庁においてもそれぞれ対策本部等を開催し、対策を強力に推進する。

その際、政府対策本部は、医学・公衆衛生等の専門家からの意見を踏まえつつ、

対策を進める。また、各地域での対策の実施主体となる地方公共団体と緊密に連

携を図る。

2 地方公共団体

新型インフルエンザ発生前は、行動計画等を踏まえ、医療の確保、住民の生活

支援等の自らが実施主体となる対策に関し、それぞれの地域の実情に応じた計画

を作成するなど新型インフルエンザの発生に備えた準備を推進する。

新型インフルエンザの発生時には、国における対策全体の基本的な方針を踏ま

えつつ、地域の状況に応じて判断を行い、対策を強力に推進する。

【都道府県】

都道府県は、感染症法に基づく措置の実施主体として、感染症対策の中心的な

役割を担つており、地域医療体制の確保や感染拡大の抑制に関し主体的な判断と

対応が求められる。また、市区町村と緊密な連携を図り、市区町村における対策

実施を支援するとともに、広域での対応が必要な場合には市区町村間の調整を行

う。

なお、保健所を設置する市及び特別区については、地域医療体制の確保や感染

拡大の抑制に関し、都道府県に準じた役割を果たすことが求められる (都道府県

並びに保健所を設置する市及び特別区を以下「都道府県等」という。)。

【市区町村】

市区町村は、住民に最も近い行政単位であり、地域住民に対するワクチンの接

種や、住民の生活支援、社会的弱者への支援に関し主体的に対策を実施すること

が求められる。対策の実施に当たっては、都道府県や近隣の市区町村と緊密な連

携を図る。

3 医療機関

新型インフルエンザによる健康被害を最小限にとどめる観点から、医療機関

は、新型インフルエンザの発生前から、地域医療体制の確保のため、新型インフ

ルエンザ患者を診療するための院内感染対策や必要となる医療資器材の確保等

の準備を推進することが求められる。また、新型インフルエンザの発生時におい
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ても医療提供を確保するため、新型インフルエンザ患者の診療体制を含めた、診

療継続計画の策定を進めることが重要である。

新型インフルエンザの発生時には、診療継続計画に基づき、発生状況に応じて、

新型インフルエンザ患者の診療体制の強化を含め、医療を提供するよう努める。

4 社会機能の維持に関わる事業者

医療関係者、公共サービス提供者、医薬品・食料品等の製造・販売事業者、運

送事業者、報道機関等については、新型インフルエンザの発生時においても最低

限の国民生活を維持する観点から、それぞれの社会的使命を果たすことができる

よう、新型インフルエンザの発生前から事業継続計画の策定や従業員への感染予

防策の実施などの準備を積極的に行うことが重要である。

新型インフルエンザの発生時には、事業継続計画を実行し、その活動を継続す

るよう努める。

5 -般の事業者

一般の事業者については、新型インフルエンザの発生時に備えて、職場におけ

る感染予防や事業継続に不可欠な重要業務への重点化のための準備を行うこと

が求められる。

新型インフルエンザの発生時には、感染拡大防止の観点から、一部の事業を縮

小することが望まれる。特に不特定多数の者が集まる事業を行う者については、

事業の自粛が求められる。

6 個人

新型インフルエンザの発生前は、新型インフルエンザに関する情報や発生時に

とるべき行動などその対策に関する知識を得るとともに、通常のインフルエンザ

においても、手洗い・うがい17.マスク着用
18.咳 エチケット等の個人レベルで

の感染予防策を実践するよう努める。また、発生時に備えて、個人レベルにおい

ても食料品・生活必需品等の備蓄を行うことが望ましい。

新型インフルエンザの発生時には、発生の状況や実施されている対策等につい

ての情報を得て、感染拡大を抑えるための個人レベルでの対策を実施するよう努

める。

17ぅ がぃについては、風邪等の上気道感染症の予防への効果があるとする報告もあるが、
インフルエンザの予防効果に関する科学的根拠は未だ確立されていない。

13患
者はマスクを着用することで他者への感染を減らすことができる。他者からの感染を防

ぐ目的では、手洗い等との組み合わせによリー定の予防効果があつたとする報告もあるが、
インフルエンザの予防効果に関する賛否が分かれており、科学的根拠は未だ確立されてい

ない。
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本行動計画は、新型インフルエンザ対策の 2つの主たる目的である「感染拡大

を可能な限り抑制し、健康被害を最小限にとどめる」及び「社会・経済を破綻に

至らせない」を達成するための戦略を実現する具体的な対策について、「①実施

体制」、「②サーベイランス・情報収集」、「③情報提供・共有」、「④予防・まん延

防止19」 、「⑤医療」、「⑥ワクチン」、「⑦社会・経済機能の維持」の7項目に分け

て立案している。各項目に含まれる内容を以下に示す。

① 実施体制

新型インフルエンザに迅速かつ的確に対応するためには、各段階に応じた行

動計画をあらかじめ策定しておき、広く関係者に周知しておく必要がある。

新型インフルエンザは、そのウイルスの病原性が高く感染力が強い場合等、

多数の国民の生命・健康に甚大な被害を及ぼすほか、全国的な社会・経済活動

の縮小・停滞を招くことが危惧されており、国家の危機管理の問題として取り

組む必要がある。このため、国、都道府県及び市区町村においては、危機管理

部門と公衆衛生部門が中心となり、一丸となった取組が求められる。

新型インフルエンザの発生前においては、新型インフルエンザ対策閣僚会議、

関係省庁対策会議の枠組みを通じ、事前準備の進捗を確認し、関係省庁におけ

る認識の共有を図るとともに、関係省庁間の連携を確保しながら、政府一体と

なつた取組を推進する。

各省庁は、各大臣等を本部長とする対策本部等を設置し、相互に連携を図り

つつ、行動計画等を実施するために必要な措置を講ずる。また、中央省庁業務

継続計画を作成し、新型インフルエンザの発生時においても各省庁の重要業務

を継続する体制を整える。特に、厚生労働省においては、平素から、厚生労働

大臣を本部長とする新型インフルエンザ対策推進本部を中心として、専門家の

意見を踏まえつつ、対策の推進を図る。

19イ ンフルエンザの場合、疾患の特性 (不顕性感染の存在、感染力等)か ら感染の拡大を完
全に防ぎ止めることは不可能であり、あくまでも感染拡大を可能な限り抑制するために行わ
れるもの。
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さらに、関係省庁は、新型インフルエンザのまん延防止や住民生活への支援

において中心的な役割を担う都道府県や市区町村との連携を強化し、発生時に

備えた準備を進めるほか、国際機関や諸外国との情報交換や共同研究などを通

じ、国際的な連携の強化を図る。

新型インフルエンザが発生した場合は、政府一体となつた対策を強力に推進

するため、速やかに内閣総理大臣及び全ての国務大臣からなる政府対策本部

(本部長 :内閣総理大臣)を設置する。政府対策本部は、医学・公衆衛生等の

専門家の意見を踏まえつつ、地方公共団体や国際社会との緊密な連携の下、対

策を強力に推進する。なお、厚生労働省においては、専門家の意見を踏まえ、

適時適切な対策の立案、実施に努める。

(具体的な初動対処要領については、関係省庁対策会議において定める。)
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政府の実施体制 (発生前)

↓| 重要 事 項
(夜致 J庁 に 係 る事 項 ■ )

政府の実施体制 (発生後)

対 策 本 部 幹 事 会

■輌 |■ ,II
・I I“ 肇

一

-
今 11,ヽ ■■

//i疑与:_.. 「ヽ器(… ..

地 方 公 共 団 体
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② サーベイランス・情報収集

新型インフルエンザ対策を適時適切に実施するためには、サーベイランスに

より、いずれの段階においても、新型インフルエンザに関する様々な情報を、

国内外から系統的に収集・分析し判断につなげること、また、サーベイランス

の結果を関係者に迅速かつ定期的に還元することにより、効果的な対策に結び

つけることが重要である。なお、情報を公表する際には、個人情報保護に十分

留意することとする。

未発生期の段階においては、海外での新型インフルエンザの発生をいち早く

察知すること、海外発生期の段階においては、海外での発生状況、ウイルスの

特徴等について速やかに情報を収集・分析して必要な対策を実施するとともに、

国内での発生をいち早く探知すること、そして、国内発生早期以降は、各地域

での発生状況を把握し、必要な対策を実施し、その効果を評価することが必要

であり、そのためのサーベイランス体制を確立し、国内外の情報を速やかに収

集・分析することが重要である。

具体的には、未発生期の段階から、通常のインフルエンザ及び新型インフル

エンザの両方に対応するため、以下の事項について常時サーベイランスを実施

し、体制の確立を図る。

・全国的な流行状況

・入院患者及び死亡者の発生動向

・流行しているウイルスの性状 (亜型や薬剤耐性等)

・学校等における感染拡大の兆候

また、鳥類、豚におけるインフルエンザウイルスのサーベイランスを行い、

これらの動物の間での発生の動向を把握する。

海外で発生した段階から国内の患者数が少ない段階までは、情報が限られて

いるため、サーベイランス体制の強化を図り、積極的な情報収集・分析を行う。

具体的には平時のサーベイランスに加えて以下を実施する。
・国内における新型インフルエンザ患者の発生を早期に発見し、新型インフ

ルエンザ患者の臨床像等の特徴を把握するため、患者の全数把握20

120感染症法第 12条
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・感染拡大を早期に探知するため、学校等における集団発生の把握の強化

・入国者中の有症者の推移の把握

国内の患者数が増加し、新型インフルエンザの特徴や患者の臨床像等の情報

が蓄積された時点では、患者及び入院患者の全数把握は、その意義が低下し、

また、地方公共団体や医療現場の負担も過大となることから、入院患者及び死

亡者に限定した情報収集に切り替える。

サーベイランスにより把握された流行の開始時期や規模等の情報は、地域に

おける医療提供体制等の確保に活用する。また、地域で流行するウイルス株の

性状 (亜型や薬剤耐性等)に関する情報や、死亡者を含む重症者の状況に関す

る情報は、医療機関における診療に役立てる。

また、未発生期から通常のインフルエンザ及び新型インフルエンザに関する

研究や検疫等の対策の有効性に関する研究を推進し、研究により得られた科学

的知見を適宜行動計画等に反映させることとする。新型インフルエンザの発生

時には速やかに、新型インフルエンザ迅速診断キットの有効性や治療の効果等

に関する調査研究を実施し、その成果を対策の検討の際に活用する。

海外の状況については、WHOを中心としたインフルエンザサーベイランスの

ためのネットワーク及び感染症に関する早期警戒・対応のためのネットワーク

並びに国際獣疫事務局 (01E)が導入している早期警戒システム及びその他様々

なネットワークを活用し、また、諸外国における在外公館等を活用して、必要

な情報を迅速に入手、分析、評価し、対策に関する判断を行う際に役立てる。

③ 情報提供・共有

新型インフルエンザ対策を推進するためには、国家の危機管理に関わる重要

な課題という共通の理解の下に、国だけでなく、地方公共団体、医療機関、事

業者、個人の各々が役割を認識し、十分な情報を基に判断し適切な行動をとる

ことが重要である。そのため、対策の全ての段階、分野において、国、地方公

共団体、医療機関、事業者、個人の間でのコミュニケーションが必須である。

コミュニケーションは双方向性のものであり、一方向性の情報提供だけでなく、

情報共有や情報の受取手の反応の把握までも含むことに留意することとする。
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新型インフルエンザの発生前は、継続的な情報提供により、新型インフルエ

ンザの発生の可能性について注意を喚起し、新型インフルエンザに関する基本

的な情報、発生した場合の対策等に関し周知を図る。

新型インフルエンザの発生時には、発生段階に応じて、国内外の発生状況、

対策の実施状況等について、特に、対策の決定のプロセス (科学的知見を踏ま

えてどのような事項を考慮してどのように判断がなされたのか等)や、対策の

理由、対策の実施主体を明確にしながら、患者等の人権にも配慮して分かりや

すい情報提供を行う。

地域における対策の現場である、地方公共団体、地域の医療機関や地域医師

会その他の関係機関等とは、迅速な情報の共有に努め、情報提供の際には緊密

な連携を図る。また、リアルタイムでの正確な双方向の情報共有のためには、

直接的なコミュニケーションの手段としてインターネット等を活用すること

を検討する。地方公共団体等からの情報は、対策の現場の状況だけではなく、

現場で必要とされている情報を把握するために用い、更なる情報提供の際の参

考とする。

国民については、情報を受け取る媒体や情報の受け取り方が千差万別である

ことが考えられるため、情報が届きにくい人にも配慮し、複数の媒体を用いて、

理解しやすい内容で、できる限り迅速に情報提供を行う。

国民への情報提供に当たっては、媒体の中でも、テレビ、新聞等のマスメデ

ィアの役割が重要であり、その協力が不可欠である。提供する情報の内容につ

いては、特に、新型インフルエンザには誰もが感染する可能性があること (感

染したことについて、患者やその関係者には原則として責任はないこと)、 個

人レベルでの対策が全体の対策推進に大きく寄与することを伝え、発生前から

認識の共有を図ることが重要である。

情報提供に当たっては、提供する情報の内容について統一を図ることが肝要

であり、情報を集約して一元的に発信する体制を構築し、コミュニケーション

担当者が適時適切に情報を共有するための方策について検討する。また、提供

する情報の内容に応じた適切な者が情報を発信することも重要である。さらに、

コミュニケーションは双方向性のものであることに留意し、必要に応じ、地域

において住民の不安等に応えるための説明の手段を講じるとともに、常に発信
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した情報に対する情報の受取手の反応などを分析し、次の情報提供に活かして

いくこととする。

④ 予防・まん延防止

新型インフルエンザの感染拡大防止策は、流行のピークをできるだけ後ろに

ずらすことで体制の整備を図るための時間を確保することにつながる。また、

流行のピーク時の受診患者数等を減少させ、入院患者数を最小限にとどめ、医

療体制が対応可能な範囲内におさめることにつながる。こうした感染拡大防止

策の効果により医療提供体制を維持し、健康被害を最小限にとどめるとともに、

社会・経済機能を維持することが可能となると期待される。

個人レベル、地域・社会レベルでの複数の対策を組み合わせて行うが、感染

拡大防止策には、個人の行動を制限する面や、対策そのものが社会・経済活動

に影響を与える面もあることを踏まえ、対策の効果と影響とを総合的に勘案し、

新型インフルエンザの病原性・感染力等に関する情報や発生状況の変化に応じ

て、実施する対策を決定する。

実際に対策を実施する際に協力が得られるよう、発生前から広く周知するこ

とも重要である。

個人レベルでの対策については、手洗い、うがい、マスク着用、咳エチケッ

ト等の基本的な感染予防策を実践するよう促すとともに、自らが患者となつた

場合は感染を広げないよう外出を控えたり、マスクの着用といった基本的行動

の理解促進を図る。

地域・社会レベルでの対策については、海外発生期に行う国内発生をできる

だけ遅らせるための対策と、国内での患者発生以降に行う国内での感染拡大を

抑制するための対策を、一連の流れをもった戦略に基づき実施する。

海外で発生した場合には、その状況に応じた感染症危険情報の発出、査証措

置 (審査の厳格化、発給の停止)、 港湾管理者の協力のもと、外国からの船舶

入港情報の収集、入国者の検疫強化 (隔離・停留等)、 検疫飛行場及び検疫港

の集約化、航空機や船舶の運航自粛の要請等の水際対策を実施する。また、イ

ンフルエンザの特性から、ある程度の割合で感染者は入国し得るため、国内で
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の患者発生に備えて体制の整備を図ることが必要である。

国内での患者発生以降は、個人レベルでの手洗い・うがい・マスク着用・咳

エチケット等の基本的な感染予防策の徹底を呼びかけるとともに、次のような

対策を実施し、感染拡大をなるべく抑え、流行のピークを遅らせ、流行のピー

クにおける影響をできるだけ小さくすることが重要である。

1)患者数が少ない段階では、患者を、新たに接触者を増やさない環境下で、

適切に治療する。(患者対策)(「⑤医療」参照)

濃厚接触者に対し、外出自粛を要請すると同時に、必要に応じて抗インフ

ルエンザウイルス薬の予防投与と健康観察を行う。これにより、患者からウ

イルスの曝露を受けた者が、新たな患者となり、地域内に感染を拡大させる

可能性を低減する。(接触者対策)

患者数が増加した段階では、患者については重症者のみ入院とし、その他

の患者は在宅療養を基本とする。また、濃厚接触者への抗インフルエンザウ

イルス薬の予防投与は中止する。

2)学校・保育施設等では、感染が広がりやすく、また、このような施設で集

団感染が起こつた場合、地域流行のきっかけとなる可能性がある。そのため、

発生の早期から、必要な場合には、学校・保育施設等の臨時休業を実施する

とともに、各学校等へ入学試験の延期等を要請する。(学校・保育施設等の

対策)

さらに、発生の早期から、必要な場合には、外出や集会の自粛要請等の地

域対策、職場における感染予防策や一部の事業の自粛要請等の職場対策を行

い、社会的活動における接触の機会を減らす。(社会対策)

⑤ 医療

医療の提供は、健康被害を最小限にとどめるという目的を達成する上で、不

可欠な要素である。また、健康被害を最小限にとどめることで、社会・経済活

動への影響を最小限にとどめることにもつながる。

新型インフルエンザが大規模にまん延した場合には、患者数の大幅な増大が

予測されるが、地域の医療資源 (医療従事者、病床数等)には制約があること

から、効率的・効果的に医療を提供できる体制を事前に計画しておくことが重
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要である。特に、地域医療体制の整備に当たっては、協力する医療機関や医療

従事者への具体的支援についての十分な検討や情報収集が必要である。

新型インフルエンザの国内での発生の早期には、医療の提供は、患者の治療

とともに感染拡大防止策としても有効である可能性があることから、感染症法

に基づき、新型インフルエンザ患者等を感染症指定医療機関等に入院させるこ

ととする・ 。このため、地域においては、感染症病床等の利用計画を事前に策

定しておく必要がある。また、発生の早期の段階では、新型インフルエンザの

臨床像に関する情報は限られていることから、サーベイランスで得られた情報

を最大限活用し、発生した新型インフルエンザの診断及び治療に有用な情報を

医療現場に迅速に還元する。

新型インフルエンザに感染している可能性がより高い、発生国からの帰国者

や国内患者の濃厚接触者の診療のために、海外発生期 (海外で新型インフルエ

ンザが発生した状態)以降は各地域に「帰国者・接触者外来」(発生国からの

帰国者や、国内患者の濃厚接触者であって、発熱・呼吸器症状等を有する者を

対象とした外来)を確保して診療を行うが、新型インフルエンザの患者はその

他の医療機関を受診する可能性もあることを踏まえて対応する必要がある。こ

のため、その他の医療機関も含めて、医療機関内においては、新型インフルエ

ンザに感染している可能性がある者とそれ以外の疾患の患者との接触を避け

る工夫等の院内感染対策を行う。また、医療従事者は、マスク・ガウン等の個

人防護具の使用や健康管理、ワクチンの接種を行い、十分な防御なく患者と接

触した際には、抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を行う。また、「帰国

者・接触者相談センター」(発生国からの帰国者や、国内患者の濃厚接触者で

あつて、発熱・呼吸器症状等を有する者から、電話で相談を受け、帰国者・接

触者外来の紹介をするための相談センター)を設置し、その周知を図る。帰国

者・接触者外来等の地域における医療提供体制については、一般的な広報によ

るほか「帰国者・接触者相談センター」から情報提供を行う。

帰国者・接触者外来以外の医療機関でも患者が見られるようになった場合等

には、帰国者・接触者外来を指定しての診療体制から一般の医療機関 (内科・

小児科等、通常、インフルエンザの診療を行う全ての医療機関〉で診療する体

制に切り替える。また、患者数が大幅に増加した場合にも対応できるよう、重

症者は入院、軽症者は在宅療養に振り分けるとともに、医療提供体制の確保を

'感染症法第 19条 (第 26条により準用)
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図ることとする。その際、感染症指定医療機関等以外の医療機関や公共施設等

に患者を入院・入所させることができるよう、地域においては、事前に、その

活用計画を策定しておく必要がある。また、在宅療養の支援体制を整備してお

くことも重要である。

医療の分野での対策を推進するに当たっては、対策の現場である医療機関等

との迅速な情報共有が必須であり、地方公共団体を通じた連携だけではなく、

日本医師会・地域医師会・学会等の関係機関のネットワークの活用が重要であ

る。

なお、抗インフルエンザウイルス薬については、最新の科学的知見、諸外国

における備蓄状況、国内の流通状況等を踏まえ、国・地方公共団体において備

蓄・配分、流通調整を行う。

⑥ ワクチン

ワクチンの接種により、個人の発病や重症化を防 ぐことで、受診患者数を減

少させ、入院患者数や重症者数を抑え、医療体制が対応可能な範囲内におさめ

るよう努めることは、新型インフルエンザによる健康被害や社会・経済活動ヘ

の影響を最小限にとどめることにつながる。

新型インフルエンザ対策におけるワクチンについては、役割が異なるプレパ

ンデミックワクチンとパンデ ミックワクチンの 2種類がある。

バンデミックワクチンは、新型インフルエンザの発生後に新型インフルエン

ザウイルスを基に製造されるものであり、全国民への接種を基本とする。この

ため、全国民分のパンデミックワクチンをできるだけ短い期間で製造すること

ができるよう研究開発を進める。

プレバンデミックワクチンは、新型インフルエンザが発生する前の段階で、

鳥インフルエンザウイルスを基に製造されるものである。我が国においては、

プレバンデミックワクチン製造に当たって、H5Nl亜型の鳥インフルエンザウイ

ルスを用いており、このワクチンは、‖5Nl亜型以外のインフルエンザには有効

性がなく、また、新型インフルエンザウイルスが H5Nl亜型であつたとしても、
バンデミックワクチンと比較すると、その有効性は不確かである。しかしなが
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ら、新型インフルエンザ発生後にバンデミックワクチンが供給されるまでの間

は、国民の生命を守り、最低限の生活を維持する観点から、医療従事者や社会

機能の維持に関わる者に対し、プレパンデミックワクチンの接種を行うことが

重要であり、プレバンデミックワクチン原液の製造・備蓄 (一部は製剤化)を
進めることとする。

なお、新型インフルエンザの発生前にプレバンデミックワクチンを接種する

こと (以下「事前接種」という。)により、発生後にも一定程度の免疫効果が

期待できることから、プレバンデミックワクチンの有効性・安全性に関する研

究を推進し、事前接種のリスクとベネフィットを十分考慮しつつ、事前接種の

実施についても検討する。

新型インフルエンザの発生前から、プレバンデミックワクチン及びバンデミ

ックワクチンの接種が円滑に行われるよう、国民的議論を踏まえ、接種対象者

や接種順位のあり方等を明らかにするとともに、集団的な接種を基本として、

法的位置づけ、接種の実施主体、接種の実施方法等について決定し、接種体制

を構築する。その上で、発生後に、新型インフルエンザウイルスの特徴等も踏

まえて定めるべき事項は、速やかに決定できるよう、決定の方法等を可能な限

り事前に定めておく。

さらに、新型インフルエンザ対策全体の中でのワクチンの位置付けや、ワク

チンの種類、有効性・安全性、供給される時期、供給される量、接種対象者、

接種体制といつた基本的な情報について積極的な情報提供を行い、国民の理解

促進を図る。

⑦ 社会・経済機能の維持

新型インフルエンザは、多くの国民が罹患し、各地域での流行が約 8週間程

度続くと言われている。また、本人の罹患や家族の罹患等により、従業員の最

大 40%が欠勤することが想定され、社会・経済活動の大幅な縮小と停滞を招く

とともに、公共サービスの中断や物資の不足により最低限の国民生活を維持す

ることすらできなくなるおそれがある。

このため、新型インフルエンザ発生時に、社会・経済機能の破綻を防止し、

最低限の国民生活を維持できるよう、各行政機関や各医療機関、各事業者にお
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いて事前に十分準備を行うことが重要である。

具体的には、新型インフルエンザの発生前は、新型インフルエンザ発生を想

定し、職場における感染予防や事業継続のための計画により、事業継続に不可

欠な重要業務や従業員の勤務体制などをあらかじめ定め、発生に備えることが

必要である。新型インフルエンザの発生時は、職場における感染予防策を実施

し感染拡大の抑制に努めるとともに、事業継続計画を実行し、それに応じた活

動を維持する。特に、医療従事者や社会機能の維持に関わる者に対しては、事

業の継続が社会的に求められているため、ワクチンの先行接種等の支援を行う。

新型インフルエンザ対策は、感染の段階に応じて採るべき対応が異なること

から、事前の準備を進め、状況の変化に即応した意思決定を迅速に行うことが

できるよう、予め発生の段階を設け、各段階において想定される状況に応じた

対応方針を定めておく必要がある。

本行動計画では、新型インフルエンザが発生する前から、海外での発生、国

内での発生、まん延を迎え、小康状態に至るまでを、我が国の実情に応じた戦

略に即して5つの発生段階に分類した。国全体での発生段階の移行については、

WHOの フェーズの引上げ及び引下げを参考としながら、海外や国内での発生状

況を踏まえて、政府対策本部が決定する。

地域での発生状況は様々であり、その状況に応じ、特に地域での医療提供や

感染拡大防止策等について、柔軟に対応する必要があることから、地域におけ

る発生段階を定め、その移行については、必要に応じて国と協議の上で、都道

府県が判断するものとした。地域における発生段階をあわせて示す。

政府、地方公共団体、関係機関等は、行動計画等で定められた対策を段階に

応じて実施することとする。

なお、段階の期間は極めて短期間となる可能性があり、また、必ずしも、段

階どおりに進行するとは限らないことに留意が必要である。
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<本行動計画の発生段階とWHOの フェーズの対応表>
本行動計画の発生段階 WHOの フェーズ

未発生期

海外発生期

フェーズ 1、 2、 3

フ ェー ズ 4、 5、 6

国内発生早期

国内感染期

小康期

|ポストパンデミック期

<発生段階>
発生段階 状態

未発生期
新型インフルエンザが発生 していない状態

海外発生期 海外で新型インフルエンザが発生 した状態

国内発生早期

国内のいずれかの都道府県

で新型インフルエンザの患

者が発生しているが、全ての

患者の接触歴を疫学調査で

追える状態

(地域未発生期)

各都道府県で新型インフルエ

ンザの患者が発生していない

状態

(地域発生早期)

各都道府県で新型インフルエ

ンザの患者が発生しているが、

全ての患者の接触歴を疫学調

査で追える状態

国内感染期

国内のいずれかの都道府県

で、新型インフルエンザの患

者の接触歴が疲学調査で追

えなくなつた状態

(地域感染期 )

各都道府県で新型インフルエ

ンザの患者の接触歴が疫学調

査で追えなくなった状態

※感染拡大～まん延～患者の

減少

小康期
新型インフルエンザの患者の発生が減少し、低い水準でとど

まつている状態
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<国及び地域 (都道府県)における発生段階>
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地域での発生状況は
様々であり
。地域禾発生期から地域
発生早期
・地域発生早期から地19■

感染期
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単位として判断
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海外発生期 国内発生早期 国内感染期
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各段階における対策

以下、発生段階ごとに、目的、対策の考え方、主要7項目の個別の対策を記

載する.

個々の対策の具体的な実施時期は段階の移行時期とは必ずしも一致しない

ことや、当初の予測とは異なる状況が発生する可能性tlあることから、段階は

あくまでも目安として、必要な対策を柔軟に実施する。対策の実施や中止時期

の判断の方法については、必要に応じて、ガイドライン等に定めることとする。
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未発生期

・新型インフルエンザが発生していない状態。
・海外において、鳥等の動物のインフルエンザウイルスが人に感染する例が

散発的に発生しているが、人から人への持続的な感染はみられていない状

況 。

目的 :

1)発生に備えて体制の整備を行う。

2)国際的な連携の下に発生の早期確認に努める。

対策の考え方 :

1)新型インフルエンザは、いつ発生するか分からないことから、平素から警

戒を怠らず、本行動計画等を踏まえ、地方公共団体等との連携を図り、対応

体制の構築や訓練の実施、人材の育成等、事前の準備を推進する。

2)新型インフルエンザが発生した場合の対策等に関し、国民全体での認識共

有を図るため、継続的な情報提供を行う。

3)海外での新型インフルエンザ発生を早期に察知するため、国際的な連携を

図り、継続的な海外からの情報収集を行う。

4)海外での新型インフルエンザ発生を防ぐことにつながる可能性があるた

め、鳥類等の動物のインフリレエンザが多発している国に対して協力・支援

を行う。

未発生期

【体制の整備及び国・地方公共団体の連携強化】
・ 国における取組体制を整備・強化するために、関係省庁対策会議の枠組を通

じて、初動対応体制の確立や発生時に備えた中央省庁業務継続計画の策定等

を進めるとともに、これら未発生期における対策の実施状況を定期的にフォ

ローアップする。(内閣官房、全省庁)

・ 地方公共団体や業界団体等と連携し、新型インフルエンザの発生に備え、平

素からの情報交換、連携体制の確認、訓練を実施する。(内閣官房、全省庁)

地方公共団体における行動計画、業務継続計画等の策定、新型インフルエン

ザ対策に携わる医療従事者や専門家、行政官等の養成等を支援する。(厚生労

働省、関係省庁)

都道府県等が自衛隊、警察、消防機関、海上保安機関等と連携を進めるため

の必要な支援を行う。(厚生労働省、警察庁、消防庁、防衛省、海上保安庁)
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未発生期

【国際間の連携】

・ 新型インフルエンザの発生時に国際機関や諸外国等と速やかに情報共有でき

る体制を整備する。(厚生労働省、農林水産省、文部科学省、環境省、外務省)

・ ワクチンや抗インフルエンザウイルス薬等の備蓄・開発等に関する国際的な

連携・協力体制を構築する。(外務省、厚生労働省、農林水産省)

・ 医療従事者や専門家、行政官等の人材育成のために、研修員受入、専門家派

遣、現地における研修等を行う。(外務省、厚生労働省、農林水産省、文部科
・  学省)

・ 新型インフルエンザの発生を想定した諸外国との共同訓練を実施する。(厚生

労働省)

・ 新型インフルエンザ発生時に、国際機関又は発生国からの要請に応じて派遣

できるよう、疫学、検査、臨床、家畜衛生等からなる海外派遣専門家チーム

を編成する。(外務省、厚生労働省、農林水産省)

・ 国際的な連携強化を含む調査研究を充実する。(厚生労働省、農林水産省、文

部科学省、環境省)

・ ウイルス検体の、国際機関 (WHO、 OIE等)を通じた国際的な共有のあり方を

検討する。(外務省、厚生労働省)

【情報収集】

・ 新型インフルエンザの対策等に関する国内外の情報を収集する。(厚生労働省、

農林水産省、外務省、文部科学省)

> 情報収集源

/ 国際機関 (WHO、 01E、 国連食糧農業機関 (FAO)等 )

/ 在外公館

/ 国立感染症研究所 :WHOイ ンフルエンザコラボレーティングセンター

/ 国立大学法人北海道大学 :OIEリ ファレンスラボラトリー

/ 独立行政法人動物衛生研究所

/ 地方公共団体
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未発生期

/ 検疫所

【インフルエンザに関する通常のサーベイランス】

・ 人で毎年冬季に流行する通常のインフルエンザについて、指定届出機関 (約

5,000の医療機関)において患者発生の動向を調査し、全国的な流行状況に

ついて把握する。また、指定届出機関の中の約 500の医療機関において、ウ

イルス株の性状 (亜型や薬剤耐性等)を調査し、流行しているウイルスの性

状について把握する。(厚生労働省)

・ インフルエンザによる入院患者及び死亡者の発生動向を調査し、重症化の状

況を把握する。(厚生労働省)

・ 学校等におけるインフルエンザ様症状による欠席者の状況 (学級・学年開鎖、

休校等)を調査し、インフルエンザの感染拡大を早期に探知する。(厚生労働

省、文部科学省)

・ インフルエンザウイルスに対する抗体の保有状況の調査により、国民の免疫

の状況を把握する。(厚生労働省)

【調査研究】
。 新型インフルエンザの国内発生時に、迅速かつ適切に積極的疫学調査を実施

できるよう、専門家の養成や都道府県等との連携等の体制整備を図る。(厚生

労働省)

・ 通常のインフルエンザ及び新型インフルエンザに関する疫学、臨床、基礎研

究や検疫等の対策の有効性に関する研究を推進し、科学的知見の集積を図る。

(厚生労働省)

【継続的な情報提供】

・ 新型インフルエンザに関する基本的な情報や発生した場合の対策について、

各種媒体を利用し、継続的に分かりやすい情報提供を行う。(厚生労働省、内

閣官房)

・ 手洗い・うがい・マスク着用・咳エチケット等、通常のインフルエンザに対

しても実施すべき個人レベルの感染予防策の普及を図る。(厚生労働省)
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未発生期

【体制整備】

・ コミュニケーションの体制整備として以下を行う。(厚生労働省、内閣官房)

> 新型インフルエンザ発生時に、発生状況に応じた国民への情報提供の内

容 (対策の決定プロセスや対策の理由、対策の実施主体を明確にする)

や、媒体 (テ レビや新聞等のマスメディア活用を基本とするが、情報の

受取手に応じ、利用可能な複数の媒体・機関を活用する)等について検

討を行い、あらかじめ想定できるものについては決定しておく。

> ―元的な情報提供を行うために、情報を集約して分かりやすく継続的に

提供する体制を構築する (広報担当官を中心としたチームの設置、コミ

ュニケーション担当者間での適時適切な情報共有方法の検討等)。

> 常に情報の受取手の反応や必要としている情報を把握し、更なる情報提

供に活かす体制を構築する。

> 地域における対策の現場となる地方公共団体や関係機関等とメールや電

話を活用して、さらに可能な限り担当者間のホットラインを設け、緊急

に情報を提供できる体制を構築する。さらにインターネット等を活用し

た、リアルタイムかつ双方向の情報共有のあり方を検討する。

> 新型インフルエンザ発生時に、国民からの相談に応じるため、国のコー

ルセンターを設置する準備を進めるとともに、都道府県・市区町村に対

し、コールセンターを設置する準備を進めるよう要請する。

【対策実施のための準備】

(個人レベルでの対策の普及)

・ 手洗い 。うがい 。マスク着用・咳エチケット等の基本的な感染予防策の普及

を図る。また、自らが患者となった場合の行動についての理解促進を図る。

(厚生労働省)

(地域・社会レベルでの対策の周知)

・ 新型インフルエンザ発生時に実施され得る、患者の濃厚接触者の外出自粛、

学校・保育施設等の臨時休業、集会の自粛等の、国内での感染拡大をなるベ

く抑えるための対策について周知を図る。(厚生労働省)

(衛生資器材等の供給体制の整備)

・ 衛生資器材等 (消毒薬、マスク等)の生産・流通・在庫等の状況を把握する

仕組みを確立する。(厚生労働省)
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未発生期

(水際対策)

・ 水際対策関係者のために、インフルエンザに関する基礎的知識の習得のため

の研修を行うとともに、個人防護具、感染対策に必要な資器材の整備を行う。

(関係省庁)

・ 新型インフルエンザの発生に備え、入国者の検疫の強化、検疫飛行場及び検

疫港の集約化、航空機や船舶の運航自粛の要請等の水際対策の実施に係る体

制整備を進める。(関係省庁)

・ 感染したおそれのある者を停留するための集約海空港の周囲の宿泊施設の確

保を進める。(厚生労働省)

。 検疫の強化の際に必要となる防疫措置、入国者に対する疫学調査等について、

検疫所、地方公共団体その他関係機関の連携を強化する。(厚生労働省)

【地域医療体制の整備】

・ 医療体制の確保について具体的なマニュアル等を提供するなど、日本医師会等

の関係機関と調整し、都道府県等に対し必要な助言等を行うとともに、都道府県

等の体制整備の進捗状況について定期的にフォローアップを行う。(厚生労働省)

・ 都道府県等が、原則として、2次医療圏を単位とし、保健所を中心として、

地域医師会、地域薬剤師会、地域の中核的医療機関 (国立病院機構、大学附

属病院、公立病院等)を含む医療機関、薬局、市区町村、消防等の関係者か

らなる対策会議を設置し、地域の関係者と密接に連携をとりながら地域の実

情に応じた医療体制の整備を推進するよう支援する。(厚生労働省、消防庁)

・ 発生時の地域医療体制の確保のために、平素から地域の医療関係者との間で、

発生時の医療提供体制について協議、確認を行うことなど、都道府県等の行動

計画に具体的な内容を定めておくよう必要な助言等を行う。また、都道府県等

の意見を踏まえ、都道府県等の要請に応じて対応した場合における被災補償等

の医療従事者が不利益を被らない工夫について検討を行う。(厚生労働省)

。 都道府県等に対し、帰国者・接触者相談センター及び帰国者・接触者外来の

設置の準備や、感染症指定医療機関等での入院患者の受入準備を進めるよう
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未発生期

要請する。また、一般の医療機関においても、新型インフルエンザ患者を診

療する場合に備えて、個人防護具の準備などの院内感染対策等を進めるよう

要請する。(厚生労働省)

【国内感染期に備えた医療の確保】

・ 国内感染期に備え、都道府県等に対し、以下を要請する。(厚生労働省)

> 全ての医療機関に対して、医療機関の特性や規模に応じた診療継続計画の

作成を要請し、その作成を支援すること。

> 地域の実情に応じ、感染症指定医療機関等のほか、公的医療機関等 (国立

病院機構、国立大学附属病院、公立病院、日赤病院、済生会病院、労災病

院等)で入院患者を優先的に受け入れる体制を整備すること。

> 入院治療が必要な新型インフルエンザ患者が増加した場合の医療機関にお

ける使用可能な病床数 (定員超過入院を含む。)等を把握すること。

> 入院治療が必要な新型インフルエンザの患者が増加し、医療機関の収容能

力を超えた場合に備え、公共施設等で医療を提供することについて検討を

イテうこと。

> 地域の医療機能維持の観点から、がん医療や透析医療、産科医療等の常に

必要とされる医療を継続するため、必要に応じて新型インフルエンザの初

診患者の診療を原則として行わないこととする医療機関の設定を検討する

こと。

> 社会福祉施設等の入所施設において、集団感染が発生した場合の医療提供

の方法を検討すること。

・ 大学附属病院に対し、患者対応マニュアルを作成するなど、地域の医療機関

等と連携しながら、新型インフルエンザの発生に備えた準備を要請する。(文

部科学省)

地域感染期においても救急機能を維持するための方策について検討を進める。

また、最初に感染者に接触する可能性のある救急隊員等搬送従事者のための

個人防護具の備蓄を進めるよう各消防本部に要請するとともに、必要な支援

を行う。(消防庁)

【ガイ ドラインの策定、研修等】
。 新型インフルエンザの診断、 トリアージを含む治療方針、院内感染対策、患

者の移送等に関するガイドラインの策定を行い、医療機関に周知する。(厚生

労働省)
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未発生期

・ 都道府県等と協力し、医療従事者等に対し、国内発生を想定した研修や訓練

を行う。(厚生労働省)

【医療資器材の整備】

・ 国及び都道府県等は、必要となる医療資器材 (個人防護具、人工呼吸器等)

をあらかじめ備蓄・整備する。都道府県等に対し、感染症指定医療機関等に

おける必要な医療資器材や増床の余地に関して調査を行つた上、十分な量を

確保するよう、要請する。(厚生労働省)

【検査体制の整備】

・ 新型インフルエンザに対する迅速診断キットの開発を促進する。(厚生労働

省)

・ 都道府県等に対し、地方衛生研究所における新型インフルエンザに対するPCR

検査を実施する体制を整備するよう要請し、その技術的支援を行う。(厚生労

働省)

【医療機関等への情報提供体制の整備】

・ 新型インフルエンザの診断・治療に資する情報等を医療機関及び医療従事者

に迅速に提供するための体制を整備する。(厚生労働省)

【抗インフルエンザウイルス薬の科学的知見の収集・分析】
・ 抗インフルエンザウイルス薬の効果や薬剤耐性についての研究や情報収集を

行う。(厚生労働省)

【抗インフルエンザウイルス薬の備蓄】

・ 諸外国における備蓄状況や最新の医学的な知見等を踏まえ、国民の 45%に相

当する量を目標として、抗インフルエンザウイルス薬を計画的かつ安定的に

備蓄する。(厚生労働省)

・ 新たな抗インフルエンザウイルス薬について、情報収集を行い、全体の備蓄

割合を検討する。(厚生労働省)

・ 在外公館における抗インフルエンザウイルス薬の備書を進める。(外務省)
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